
新茂原幼稚園に
遊びに来てね！
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●偶数月は「短歌・俳句・川柳」を、奇数月は「詩」を掲載しています。●偶数月は「短歌・俳句・川柳」を、奇数月は「詩」を掲載しています。
●投稿は楷書でお願いします。●投稿は楷書でお願いします。作品・氏名にふりがなをふってください。作品・氏名にふりがなをふってください。
※俳句、短歌、川柳の原稿送付先※俳句、短歌、川柳の原稿送付先
　〒　〒297-8511297-8511　茂原市道表1番地　茂原市役所秘書広報課宛「文芸コーナー」と朱書きしてください。　茂原市道表1番地　茂原市役所秘書広報課宛「文芸コーナー」と朱書きしてください。

開催日・内容

「ふれあい広場」のご案内「ふれあい広場」のご案内
　就学前のお子さんを対象に「ふれあい広場」を開催します。親子で楽しみながら、子育ての仲間づく
りや情報交換をしましょう。子育てについてもお気軽にご相談ください。
　在園児のお兄さん・お姉さんたちと交流できる、楽しい活動を準備してお待ちしています。
◆開催時間　9時30分～11時（事前申込不要）
◆開催場所　新茂原幼稚園（茂原市上林56-2）
◆持 ち 物　上靴や飲み物等

日程 内容

6月12日㊍ ・お兄さん、お姉さんと一緒に遊ぼう
・大型絵本を観よう

7月8日㊋ ・縁日ごっこで遊ぼう
・パネルシアターを観よう

9月4日㊍
・入園体験してみよう
・幼稚園紹介（保護者向け）

10月9日㊍

11月6日㊍ ・絵具で遊ぼう（汚れてもいい服装でお越しください）
・エプロンシアターを観よう

12月16日㊋ ・クリスマスの制作をしよう
・ブラックシアターを観よう

問合せ　新茂原幼稚園　☎(24)8710　 (24)8393

訂正と
お詫び

広報もばら5月1日号15ページ文芸コーナーにおいて内容に誤りがありました。
訂正し、お詫び申し上げます。
2連3行目（誤）銀白食（正）銀白色、2連5行目（誤）冬場（正）冬陽15 広報もばら　2025.6.1

①申告書

納税義務者

③納税通知書

④納税
納期　年4回

（6月・8月・10月・翌年1月）

市役所

②税額計算

6月10日
発送

●■商事

納税義務者

市役所

②税額計算

①給与支払報告書④税額決定通知書

③税額決定
　通知書

勤務先
（給与支払者）

⑤給与天引き ⑥納税

年

年金機構

④税額決定通知書

①年金支払報告書

③課税データ

納税義務者

市役所

②税額計算

6月10日
発送

年金保険者
⑤年金天引き ⑥納税

問合せ　市民税課（２階）☎(20)1577　 (20)1609

市県民税・森林環境税の
税額決定・納税通知書を

発送します①普通徴収（個人納付）の場合【事業所得者など】
　年４回（６月・８月・10月・翌年１月）の納期です。
納付書もしくは口座振替で納めてください。

②給与からの特別徴収の場合【給与所得者】
　今年度の税額決定通知書は、５月中旬に給与支払
者宛てに発送しています。勤務先を通じてお受け取
りください。

③公的年金からの特別徴収の場合【年金所得者】
　前年中および令和７年４月１日において、公的年
金の支払いを受けている65歳以上の方が対象です。
公的年金の所得に係る市県民税が年金から天引きさ
れます。
※４月・６月・８月に年金から天引きされた額が、
今年度の税額を上回る方には、後日、過納金を還
付する通知を送付します。

詳しくは市民税課までお問い合わせください。

納税方法

　市県民税は、市や県の行政を支える大切な財源の
一つです。
　原則として毎年1月1日現在で市内にお住まいの
方が課税対象です。
　今年度の「市民税・県民税・森林環境税　税額
決定通知書兼納税通知書」は６月10日㊋に発送し
ます。
　なお、期限後に所得税の確定申告書を提出した場
合は、申告内容を確認後、随時、税額決定通知書ま
たは税額変更通知書を送付します。
※税額の計算方法の詳細は、通知書に同封する「市
民税・県民税の税額等の明細」をご覧ください。

◇市県民税の申告について
　毎年1月1日に市内にお住まいの方は、原則、前
年中の所得を申告していただく必要があります。申
告していない場合は、市県民税だけでなく、国民健
康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料、保
育料、高額療養費の自己負担限度額などの決定が正
しくできないことがあります。
　ただし、次の①～④のいずれかに該当する方は、
申告の必要はありません。
①確定申告書を提出した方
②給与所得のみの方で、勤務先から茂原市へ給与支
払報告書が提出されている方（提出の有無は勤務
先へ確認してください）
③公的年金等に係る所得のみで、扶養、医療費など
の各種控除を受けない方
④税制上の被扶養者等となっている方

◇証明書の発行を開始します
　令和７年度の所得証明書・課税証明書について
は、６月10日㊋から市民税課、本納支所、コンビ
ニエンスストア等で取得できます。
※コンビニエンスストア等では所得証明書のみ取得
できます。
※給与特別徴収、非課税の方は、5月14日㊌から発
行しております。
※扶養されている方は、所得状況等により発行開始
日が異なります。

市公式SNS
友だち募集中！ 2広報もばら　2025.6.1


